
災害医療の連携体制における役割・機能
等

役割・機能等の内容

災害拠点病院・指定病院機能
重篤救急患者の救命医療，救護所等からの患者の受け入れ及
び広域搬送への対応を行う。

災害拠点・指定病院への応援機能
拠点病院・指定病院への医療従事者の派遣，または自院での後
方支援を担うことが出来る医療機関

救護班協力医療機関機能

救護班編成に医療従事者を派遣することができる。
※救護所
○市町村長等の要請を受け設置
○応急医療や被災者に対する感染症の蔓延防止，衛生面のケ
ア，メンタルヘルスケアを実施。

人工呼吸器対応医療機関
○人工呼吸器を装着している在宅療養者への対応ができる。

在宅酸素療養対応医療機関
○災害時において在宅酸素療養者への対応ができる。

透析治療対応医療機関
○災害時において透析治療ができる。

その他の医療機関機能

出水地域における役割・機能等

下記については，平成30年12月現在で上記基準を満たし，かつ，公表することの承諾を得た医療施設等を掲載していることにご留意く
ださい。

出水地域の医療施設等一覧（市町別）

地域医療連携計画に係る医療機関一覧（出水地域/災害医療）


